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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶ディスプレイのバックライト装置であって、
　フレームと、
　前記フレームに配置された第一支持部と、
　前記フレームに配置され且つ前記第一支持部に対向する側に位置する第二支持部と、
　光学膜と、
　前記光学膜に形成され、それぞれ前記第一支持部及び前記第二支持部に対応する第一制
限部及び第二制限部と、
　を含み、
　前記光学膜は、前記第一制限部と前記第二制限部にそれぞれ挿入した前記第一支持部と
前記第二支持部によって前記フレームの上に配置され、
　前記第一支持部が鉛直方向の上側に、前記第二支持部が鉛直方向の下側にそれぞれ位置
する位置を第一位置とし前記第一位置を１８０度旋回した位置を第二位置とし、前記第二
位置の時、前記第二支持部が鉛直方向の上側に位置し、前記第一支持部が鉛直方向の下側
に位置し、
　前記フレームが前記第一位置または第二位置に配置された時、前記フレームに配置され
る前記第一支持部及び第二支持部は、重力作用方向に平行であって前記光学膜の中心点を
通る軸線上に位置し、
　前記フレームが前記第一位置に配置された時、前記第一支持部は前記第一制限部の内壁
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の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第二支持部と前記第二制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記フレームが前記第二位置に配置された時、前記第二支持部が前記第二制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第一支持部と前記第一制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第一支持部と前記第二支持部はそれぞれ前記
第一制限部と前記第二制限部によって水平方向の移動が不動とされる、
　ことを特徴とする液晶ディスプレイのバックライト装置。
【請求項２】
　前記第一制限部は、孔または溝を含み、前記第二制限部は、孔または溝を含むことを特
徴とする請求項１に記載の液晶ディスプレイのバックライト装置。　　
【請求項３】
　前記フレームには、
　当該フレームが前記第一位置に配置された時、鉛直方向の上側に位置する複数の第三支
持部、および鉛直方向の下側に位置するとともに前記複数の第三支持部のそれぞれに対向
して位置する複数の第四支持部がさらに含まれ、
　前記光学膜には、
　前記複数の第三支持部及び前記第四支持部に対応するとともに、前記第三支持部及び前
記第四支持部がそれぞれ挿入される複数の第三制限部及び第四制限部がさらに含まれ、
　前記フレームが第一位置に配置された時、前記複数の第三支持部はそれぞれ前記複数の
第三制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第四支持部と前記複
数の第四制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記フレームが第二位置に配置された時、前記複数の第四支持部がそれぞれ前記複数の
第四制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第三支持部と前記複
数の第三制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第三支持部と第三制限部及び前記第四支持部
と第四制限部は、それぞれ水平方向に間隙を形成することを特徴とする請求項１または２
に記載の液晶ディスプレイのバックライト装置。
【請求項４】
　前記複数の第三支持部及び複数の第四支持部は、それぞれ前記フレームの角に配置され
たことを特徴とする請求項３記載の液晶ディスプレイのバックライト装置。　　
【請求項５】
　前記フレームが前記第二位置に配置された時、前記第一支持部と前記第一制限部の間に
第一間隙が形成され、且つ、前記第一間隙は、温度変化による前記光学膜の膨張または収
縮を許容し、前記フレームが前記第一位置に配置された時、前記第二支持部と前記第二制
限部の間に第二間隙が形成され、且つ、前記第二間隙は、温度変化による前記光学膜の膨
張または収縮を許容することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の液晶ディスプ
レイのバックライト装置。
【請求項６】
　前記第一支持部および前記第二支持部は、それぞれ突出体、円柱、直方体であることを
特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の液晶ディスプレイのバックライト装置。
【請求項７】
　前記第一制限部および前記第二制限部は、円形、楕円形、長方形、角円の長方形または
多辺形の孔であることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の液晶ディスプレイの
バックライト装置。
【請求項８】
　前記第一制限部および前記第二制限部は楕円形であり、且つ、前記フレームが前記第一
位置または前記第二位置に置かれた時、前記楕円形の第一制限部および前記第二制限部の
長軸は、前記フレームの重力作用方向に対応し、前記第一支持部および第二支持部は、前
記楕円形の第一制限部および第二制限部の短軸によって水平方向の移動が不動とされるこ
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とを特徴とする請求項７に記載の液晶ディスプレイのバックライト装置。
【請求項９】
　前記フレームは、ランプホルダーを更に含み、前記ランプホルダーが前記光学膜に向い
て延伸して前記第一支持部及び前記第二支持部として働くことを特徴とする請求項１～８
に記載の液晶ディスプレイのバックライト装置。
【請求項１０】
　液晶ディスプレイであって、
　前記液晶ディスプレイはハウジング及び前記ハウジングに配置されたバックライト装置
を含み、
　前記バックライト装置は、
　フレームと、
　前記フレームに配置された第一支持部と、
　前記フレームに配置され且つ前記第一支持部に対向する側に位置する第二支持部と、
　光学膜と、
　前記光学膜に形成され、それぞれ前記第一支持部及び前記第二支持部に対応する第一制
限部及び第二制限部と、
　を含み、
　前記光学膜は、前記第一制限部と前記第二制限部にそれぞれ挿入した前記第一支持部と
前記第二支持部によって前記フレームの上に配置され、
　前記第一支持部が鉛直方向の上側に、前記第二支持部が鉛直方向の下側にそれぞれ位置
する位置を第一位置とし、前記第一位置を１８０度旋回した位置を第二位置とし、前記第
二位置の時、前記第二支持部が鉛直方向の上側に位置し、前記第一支持部が鉛直方向の下
側に位置し、
　前記フレームが前記第一位置または第二位置に配置された時、前記フレームに配置され
る前記第一支持部及び第二支持部は、重力作用方向に平行であって前記光学膜の中心点を
通る軸線上に位置し、
　前記フレームが前記第一位置に配置された時、前記第一支持部は前記第一制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第二支持部と前記第二制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記フレームが前記第二位置に配置された時、前記第二支持部が前記第二制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第一支持部と前記第一制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第一支持部と前記第二支持部は、それぞれ前
記第一制限部と前記第二制限部によって水平方向の移動が不動とされる、
　ことを特徴とする液晶ディスプレイ。
【請求項１１】
　前記第一制限部および前記第二制限部は、円形、楕円形、長方形、角円の長方形または
多辺形の孔であることを特徴とする請求項１０に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１２】
　前記フレームには、
　当該フレームが前記第一位置に配置された時、鉛直方向の上側に位置する複数の第三支
持部、および鉛直方向の下側に位置するとともに前記複数の第三支持部のそれぞれに対向
して位置する複数の第四支持部がさらに含まれ、
　前記光学膜には、
　前記複数の第三支持部及び前記第四支持部に対応するとともに、前記第三支持部及び前
記第四支持部がそれぞれ挿入される複数の第三制限部及び第四制限部がさらに含まれ、
　前記フレームが第一位置に配置された時、前記複数の第三支持部はそれぞれ前記複数の
第三制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第四支持部と前記複
数の第四制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記フレームが第二位置に配置された時、前記複数の第四支持部がそれぞれ前記複数の
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第四制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第三支持部と前記複
数の第三制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第三支持部と第三制限部及び前記第四支持部
と第四制限部は、それぞれ水平方向に間隙を形成することを特徴とする請求項１０または
１１に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１３】
　前記複数の第三支持部及び複数の第四支持部は、それぞれ前記フレームの角に配置され
たことを特徴とする請求項１２記載の液晶ディスプレイ　　
【請求項１４】
　前記第一支持部と前記第二支持部は、それぞれ突出体、円柱、直方体であることを特徴
とする請求項１０～１３のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライト装置および液晶ディスプレイに関し、特に、膜位置決め構造を
備えるバックライト装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイは、ＰＤＡ、ノートブックおよびデスクトップコンピュータのモニタ
ー、携帯電話、テレビを含む各種の電子装置に用いられている。いくつかの液晶ディスプ
レイは、例えば、０°～９０°、１８０°または２７０℃の異なる角度の間で回転可能で
ある。しかし、大きなパネルは、それに伴い、重量を増加させ、回転の時、荷重問題を招
く。
【０００３】
　図１は、液晶ディスプレイの従来のバックライト装置１０Ａ（特許文献１参照）の概略
図である。図１では、バックライト装置１０Ａは、少なくとも一つの光源（未表示）、複
数の光学膜１２０、フレーム１５および光学膜１２０の固定構造を含む。光源は、光学膜
１２０とフレーム１５の間に接続される。光源から発された光は、拡散シート、プリズム
シートなどの光学膜１２０を通過して光を均一に分散する。注意すべきは、図１は、バッ
クライト装置１０Ａを明確に表示するために上下のハウジングとパネルを省略している。
【０００４】
　延伸部１２１、１２２、１２３および１２４は、各光学膜１２０の周囲から延伸する。
各延伸部１２１、１２２、１２３および１２４は、その中央に孔１２１ａ、１２２ａ、１
２３ａおよび１２４ａを含む。フレーム１５は、４つの溝１５１、１５２、１５３および
１５４を含み、それぞれ延伸部１２１、１２２、１２３および１２４に対応する。凸柱１
５１ａ、１５２ａは、それぞれ溝１５１、１５２に形成され、ホック１５３ａ、１５４ａ
は、それぞれ溝１５３、１５４に形成される。光学膜１２０をフレーム１５に固定する時
、凸柱１５１ａ、１５２ａ、ホック１５３ａおよび１５４ａは、延伸部１２１、１２２、
１２３および１２４の孔１２１ａ、１２２ａ、１２３ａおよび１２４ａを穿通して、延伸
部１２１、１２２、１２３および１２４が溝１５１、１５２、１５３および１５４にそれ
ぞれ設置される。よって、光学膜１２０は、フレーム１５にしっかりと固定される。
【０００５】
　膜１２０は、フレーム１５にしっかりと固定されるものの、例えば、溝と固定要素（ホ
ックまたは凸柱）などの模型製作は複雑であるため、資本コストが増加される。また、仮
に温度が変われば、光学膜１２０は、膨張または収縮する可能性がある。その結果、圧力
が膜１２０の角の４つの固定点に集中され、よって、それに伴ってムラ（ｍｕｒａ）欠陥
が生じる。
【０００６】
　上述の問題を解決するために、ムラ欠陥を防ぐための光学膜の改善された固定構造を有
するバックライトモジュール１０Ｂが試みられた（特許文献２参照）。図２および図３に
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示すように、光学膜１２０は、フレーム１５ｂの上に設置される。各光学膜１２０の一端
にのみ、延伸部１２５を含み、その上に孔１２５ｂが形成される。光学膜１２０を組み立
てる前に、各光学膜１２０を固定する治具またはその他の道具が必要とされ、延伸部１２
５をフレーム１５ｂの溝１５０に合わせる。光学膜１２０がフレーム１５ｂに取り付けら
れた後、光学膜１２０をその上に固定させるピン１２０ａと固定ベース１２０ｂなどのそ
の他の固定要素が必要とされる。光学膜１２０は、しっかりと固定されるものの、取り付
けと取り外すプロセスの余分な時間が必要とされる。また、位置合わせが難しく、その他
の位置合わせの道具と治具が必要となる。
【０００７】
　また、異なる角度に位置決めする時、例えば、液晶ディスプレイを１８０°に回転する
時、光学膜１２０の全重量は、一つの固定点Ｐに集中する。固定位置が非対称的であるこ
とから、膜の膨張と収縮の間、圧力が固定点Ｐに集中されるため、光学膜１２０の変形を
招く。これはまた、ムラ欠陥と不均一な光学効率をもたらす。
【０００８】
【特許文献１】台湾特許第４４９０４８号
【特許文献２】台湾特許第５５２４４０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、光学膜を固定すると共に、ムラ欠陥と不均一な光学効率を生
じる光学膜を改善したバックライト装置および液晶ディスプレイを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　フレームと、
　前記フレームに配置された第一支持部と、
　前記フレームに配置され且つ前記第一支持部に対向する側に位置する第二支持部と、
　光学膜と、
　前記光学膜に形成され、それぞれ前記第一支持部及び前記第二支持部に対応する第一制
限部及び第二制限部と、
　を含み、
　前記光学膜は、前記第一制限部と前記第二制限部にそれぞれ挿入した前記第一支持部と
前記第二支持部によって前記フレームの上に配置され、
　前記第一支持部が鉛直方向の上側に、前記第二支持部が鉛直方向の下側にそれぞれ位置
する位置を第一位置とし前記第一位置を１８０度旋回した位置を第二位置とし、前記第二
位置の時、前記第二支持部が鉛直方向の上側に位置し、前記第一支持部が鉛直方向の下側
に位置し、
　前記フレームが前記第一位置または第二位置に配置された時、前記フレームに配置され
る前記第一支持部及び第二支持部は、重力作用方向に平行であって前記光学膜の中心点を
通る軸線上に位置し、
　前記フレームが前記第一位置に配置された時、前記第一支持部は前記第一制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第二支持部と前記第二制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記フレームが前記第二位置に配置された時、前記第二支持部が前記第二制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第一支持部と前記第一制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第一支持部と前記第二支持部はそれぞれ前記
第一制限部と前記第二制限部によって水平方向の移動が不動とされる、ことを特徴とする
。
【００１１】
　本発明に係る前記バックライト装置において、前記第一制限部は、孔または溝を含み、
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前記第二制限部は、孔または溝を含むものである。
【００１３】
　本発明に係る前記バックライト装置は、
　前記フレームには、
　当該フレームが前記第一位置に配置された時、鉛直方向の上側に位置する複数の第三支
持部、および鉛直方向の下側に位置するとともに前記複数の第三支持部のそれぞれに対向
して位置する複数の第四支持部がさらに含まれ、
　前記光学膜には、
　前記複数の第三支持部及び前記第四支持部に対応するとともに、前記第三支持部及び前
記第四支持部がそれぞれ挿入される複数の第三制限部及び第四制限部がさらに含まれ、
　前記フレームが第一位置に配置された時、前記複数の第三支持部はそれぞれ前記複数の
第三制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第四支持部と前記複
数の第四制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記フレームが第二位置に配置された時、前記複数の第四支持部がそれぞれ前記複数の
第四制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第三支持部と前記複
数の第三制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第三支持部と第三制限部及び前記第四支持部
と第四制限部は、それぞれ水平方向に間隙を形成することを特徴とする。
【００１５】
　本発明による前記バックライト装置において、前記複数の第三支持部及び複数の第四支
持部は、それぞれ前記フレームの角に配置されたことを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る前記バックライト装置において、前記フレームが前記第二位置に配置され
た時、前記第一支持部と前記第一制限部の間に第一間隙が形成され、且つ、前記第一間隙
は、温度変化による前記光学膜の膨張または収縮を許容し、前記フレームが前記第一位置
に配置された時、前記第二支持部と前記第二制限部の間に第二間隙が形成され、且つ、前
記第二間隙は、温度変化による前記光学膜の膨張または収縮を許容する。
【００１９】
　本発明に係る前記バックライト装置において、前記第一支持部および前記第二支持部は
、それぞれ突出体、円柱、直方体である。
【００２０】
　本発明に係る前記バックライト装置において、前記第一制限部および前記第二制限部は
、円形、楕円形、長方形、角円の長方形または多辺形の孔である。
【００２３】
　本発明に係る前記バックライト装置において、前記第一制限部および前記第二制限部は
楕円形であり、且つ、前記フレームが前記第一位置または前記第二位置に置かれた時、前
記楕円形の第一制限部および前記第二制限部の長軸は、前記フレームの重力作用方向に対
応し、前記第一支持部および第二支持部は、前記楕円形の第一制限部および第二制限部の
短軸によって水平方向の移動が不動とされることを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係る前記バックライト装置において、前記フレームは、ランプホルダーを更に
含み、前記ランプホルダーが前記光学膜に向いて延伸して前記第一支持部及び前記第二支
持部として働く。
【００２５】
　また、本発明は、
　ハウジング及び前記ハウジングに配置されたバックライト装置を含み、
　前記バックライト装置は、
　フレームと、
　前記フレームに配置された第一支持部と、
　前記フレームに配置され且つ前記第一支持部に対向する側に位置する第二支持部と、
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　光学膜と、
　前記光学膜に形成され、それぞれ前記第一支持部及び前記第二支持部に対応する第一制
限部及び第二制限部と、
　を含み、
　前記光学膜は、前記第一制限部と前記第二制限部にそれぞれ挿入した前記第一支持部と
前記第二支持部によって前記フレームの上に配置され、
　前記第一支持部が鉛直方向の上側に、前記第二支持部が鉛直方向の下側にそれぞれ位置
する位置を第一位置とし、前記第一位置を１８０度旋回した位置を第二位置とし、前記第
二位置の時、前記第二支持部が鉛直方向の上側に位置し、前記第一支持部が鉛直方向の下
側に位置し、
　前記フレームが前記第一位置または第二位置に配置された時、前記フレームに配置され
る前記第一支持部及び第二支持部は、重力作用方向に平行であって前記光学膜の中心点を
通る軸線上に位置し、
　前記フレームが前記第一位置に配置された時、前記第一支持部は前記第一制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第二支持部と前記第二制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記フレームが前記第二位置に配置された時、前記第二支持部が前記第二制限部の内壁
の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記第一支持部と前記第一制限部は鉛直方向に間
隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第一支持部と前記第二支持部は、それぞれ前
記第一制限部と前記第二制限部によって水平方向の移動が不動とされることを特徴とする
。
【００２６】
　本発明に係る前記液晶ディスプレイにおいて、前記第一制限部および前記第二制限部は
、円形、楕円形、長方形、角円の長方形または多辺形の孔からなる。
【００２７】
　本発明に係る前記液晶ディスプレイにおいて、
　前記フレームには、
　当該フレームが前記第一位置に配置された時、鉛直方向の上側に位置する複数の第三支
持部、および鉛直方向の下側に位置するとともに前記複数の第三支持部のそれぞれに対向
して位置する複数の第四支持部がさらに含まれ、
　前記光学膜には、
　前記複数の第三支持部及び前記第四支持部に対応するとともに、前記第三支持部及び前
記第四支持部がそれぞれ挿入される複数の第三制限部及び第四制限部がさらに含まれ、
　前記フレームが第一位置に配置された時、前記複数の第三支持部はそれぞれ前記複数の
第三制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第四支持部と前記複
数の第四制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記フレームが第二位置に配置された時、前記複数の第四支持部がそれぞれ前記複数の
第四制限部の内壁の上側に接触して前記光学膜を固定し、前記複数の第三支持部と前記複
数の第三制限部はそれぞれ鉛直方向に間隙を形成し、
　前記第一位置及び第二位置において、前記第三支持部と第三制限部及び前記第四支持部
と第四制限部は、それぞれ水平方向に間隙を形成することを特徴とする。
【００３０】
　本発明に係る液晶ディスプレイにおいて、前記複数の第三支持部及び複数の第四支持部
は、それぞれ前記フレームの角に配置されたことを特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る前記液晶ディスプレイにおいて、前記第一支持部と前記第二支持部は、そ
れぞれ突出体、円柱、直方体である。
【発明の効果】
【００３３】
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　本発明のバックライト装置によれば、光学膜を自由に膨張または収縮させることができ
る許容移動範囲の間隙を有するため、圧力集中が防止される。よって、ムラ欠陥を防止す
ることができ、ムラ欠陥を生じることなく自由に回転することができるディスプレイを提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明についての目的、特徴、長所が一層明確に理解されるよう、以下に実施形態を例
示し、図面を参照にしながら、詳細に説明する。
【００３５】
　図４は、本発明の実施形態の液晶ディスプレイ２００の概略斜視図である。図５は、本
発明の実施形態に基づいた図４のラインｉ－ｉに沿った断面図である。
【００３６】
　液晶ディスプレイ２００は、ハウジング３０とその中に設置されたバックライト装置１
０を含む。バックライト装置１０は、図５に示すように、フレーム１５、複数の光学膜１
２および一対の支持部Ｐ１を含む。各光学膜１２は、一対の孔Ｈ１を含む。注意すべきは
、図５では、一対の対応する孔Ｈ１および支持部Ｐ１のみが見える。孔は、制限部とされ
、支持部の移動範囲を制限する。孔は、フレーム１５およびハウジング３０の重力作用方
向に沿って形成される。
【００３７】
　支持部Ｐ１は、プラスチック、金属またはその他の材料を含む。支持部Ｐ１は、フレー
ム１５から突出し、光学膜１２の孔Ｈ１に対応して穿通し、光学膜１２をフレーム１５に
位置させる。本発明の実施形態がバックライト装置１０の光学膜１２の位置決め構造に焦
点を当てていることから、バックライト装置１０と液晶ディスプレイ２００のその他の構
成要素は省かれる。
【００３８】
　図４では、符号“Ｉ、Ｊ、Ｋ”は、固定直交座標を示している。液晶ディスプレイ２０
０は、座標ＩＪＫに基づいた平面ＩＪの上に位置すると想定される。平面ＩＪは、重力作
用方向に平行する。その他の可動の座標ＸＹＺは、液晶ディスプレイ２００と共に移動ま
たは回転する。座標ＸＹＺは、液晶ディスプレイ２００の三次元形状を定義する。よって
、軸Ｘは、光学膜１２またはフレーム１５の長さに対応する。軸Ｙは、光学膜１２または
フレーム１５の幅に対応する。軸Ｚは、光学膜１２の孔Ｈ１を穿通し、フレーム１５の支
持部Ｐ１の延伸方向に対応する。
【００３９】
　以下の実施形態では、液晶ディスプレイ２００は、軸Ｋに対して平面ＩＪの固定座標Ｉ
ＪＫに基づいて回転することができる。液晶ディスプレイ２００の異なる位置の詳細と、
フレーム１５および光学膜１２の各種の組み合わせが以下に提供される。
【００４０】
　図６および図７は、本発明の第一実施形態の光学膜および支持部の平面図である。注意
すべきは、図６は、図４のラインｉｉ－ｉｉに沿った断面図であり、バックライト装置１
０のその他の構成要素を取り除いている。図７は、図６の変形例の概略図である。
【００４１】
　図６では、光学膜１２は、第一位置の支持部Ｐ１によってフレーム（未表示）に接続さ
れる。図７は、第二位置の光学膜１２を示している。第一位置は、ハウジング３０の元の
位置として定義され、光学膜１２の軸Ｙが軸Ｊに対応して、平面ＩＪに掛けられている。
第二位置は、ハウジング３０が軸Ｋに対して第一位置から１８０°に回転した時、掛かっ
ている位置である。
【００４２】
　第一支持部および第二支持部Ｐ１、Ｐ２は、第一孔および第二孔Ｈ１、Ｈ２をそれぞれ
穿通して光学膜１２をフレーム１５に固定し、図５の断面図により明確に示されている。
また、フレーム１５は、ランプホルダー（未表示）を含み、支持部は、ランプホルダーか
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ら延伸し、フレーム１５から突出して、光学膜１２を支える。
【００４３】
　光学膜１２は、第一端２１、第二端２２と中心点Ｃ０を含む。第一端および第二端２１
、２２は、互いに相反して設置される。中心点Ｃ０は、光学膜１２の幾何中心である。軸
ＣＸおよびＣＹは、中心点Ｃ０で互いに交差し、特に軸ＣＹは、支持部Ｐ１とＰ２の両方
を通る。第一孔および第二孔Ｈ１、Ｈ２は、中心点Ｃ０に対して対称的である。第一孔お
よび第二孔Ｈ１、Ｈ２は、それぞれ第一端２１と第二端２２の近くに位置される。つまり
、孔は、光学膜１２の周辺に形成される。また、第一孔および第二孔Ｈ１、Ｈ２は、楕円
形であり、フレーム１５は、第一位置または第二位置に移動する。楕円形の第一孔および
第二孔の長軸は、軸ＣＸに対して、軸ＣＹに対応する。第一支持部の移動範囲は、楕円形
第一孔の短軸によって制限される。注意すべきは、軸ＣＹは、光学膜１２の重力作用方向
に平行する。
【００４４】
　フレーム１５が第一位置（図６）に位置された時、第一端２１は、光学膜１２の上端に
あり、第二端２２は、下端にある。光学膜１２の重力のため、第一支持部Ｐ１は、第一孔
Ｈ１の内壁Ｓ１に部分的に接触し、光学膜１２を位置決めする。
【００４５】
　符号“Ｇ１”は、第一間隙の寸法を示しており、第一支持部Ｐ１を引いた第一孔Ｈ１の
残りの部分である。第一間隙Ｇ１のサイズは、光学膜１２の熱膨張係数、パネル温度、室
内温度、製造公差と成型公差によって決められる。同様に、間隙Ｇ２とＧ３は、第二孔Ｈ

２と第二支持部Ｐ２間の間隙であり、光学膜１２の熱膨張係数、パネル温度、室内温度、
製造公差と成型公差によって決められる。よって、間隙Ｇ１、Ｇ２およびＧ３は、温度変
化による膜膨張と収縮のための許容間隙を提供する。
【００４６】
　孔Ｈ１、Ｈ２の楕円形形状は、方向ＩとＪの支持部Ｐ１、Ｐ２の移動範囲を制限する。
フレーム１５が第一位置に配置された時、第一支持部Ｐ１は、第一孔Ｈ１に接触し、光学
膜１２を支える。第一孔Ｈ１は、方向Ｉの支持部Ｐ１を制限する。よって、方向Ｉの光学
膜１２の移動を制限する。第二支持部Ｐ２は、Ｙ軸に沿って形成された間隙Ｇ２を有する
第一位置の光学膜１２を支えない。よって、光学膜１２が温度変化によって膨張または収
縮する時、または光学膜１２が自己重力によって引っ張られた時、第二支持部Ｐ２は、光
学膜１２の第二孔Ｈ２に接触しない。第二支持部Ｐ２と第二孔Ｈ２間に接触が存在しない
ことから、その間に圧力が生じない。また、間隙Ｇ１とＧ２は、光学膜１２を自由に膨張
または収縮させることができるため、ムラ欠陥を防止する。
【００４７】
　フレーム１５が１８０°回転して第二位置（図７）に回転された時、第二端２２は、上
端となり、第一端は下端となる。第二支持部Ｐ２は、第二孔Ｈ２の内壁Ｓ２に一部接触し
、光学膜１２を支える。符号“Ｇ２”は、光学膜１２の熱膨張係数、パネル温度、室内温
度、製造公差と成型公差によって決められる。よって、第二位置では、第二支持部Ｐ２の
みが光学膜１２を支える。第二孔Ｈ２は、方向Ｉの第二支持部Ｐ２の移動範囲を制限する
。第一支持部Ｐ１は、光学膜１２を支えず、その間に間隙Ｇ１を残す。膨張または収縮の
時、間隙Ｇ１とＧ２は、光学膜１２を自由に膨張または収縮させることができるため、ム
ラ欠陥を防止する。
【００４８】
　注意すべきは、第一支持部Ｐ１および第二支持部Ｐ２は、それぞれ突出体、円柱または
直方体を含む。第一孔Ｈ１および第二孔Ｈ２は、円形、楕円形、長方形、角円の長方形ま
たは多辺形である。
【００４９】
　第一実施形態は、図8に示されるような変形例を有し、大型の液晶ディスプレイに適す
る。パネルのサイズが増加するにつれ、光学膜１２ａとフレームも増加する。よって、膜
を位置決めする孔の数は、液晶ディスプレイのサイズによって決められる。
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【００５０】
　図８に示すように、この変形例では、光学膜１２ａは、その上に定義された三対の孔を
含む。つまり、上述の第一孔Ｈ１と第二孔Ｈ２を除いて、第三孔Ｈ３と第四孔Ｈ４を含む
もう一対は、それぞれ光学膜１２ａの端２３の隣接する角に定義され、第五孔Ｈ５と第六
孔Ｈ６を含むもう一対は、それぞれ光学膜１２ａの端２４の隣接する角に定義される。液
晶ディスプレイが第一位置に掛けられた時、光学膜１２ａの端２１の孔Ｈ３、Ｈ１、Ｈ５

は、制限部となり、光学膜１２ａの移動を制限する。端２１は、上端となり、その他の孔
Ｈ４、Ｈ２、Ｈ６は、反対端２２の下端に位置される。図８に示すように、孔Ｈ３、Ｈ１

、Ｈ５と、孔Ｈ４、Ｈ２、Ｈ６は、方向Ｘの軸ＣＸ上の中心点Ｃ０に対して対称的に設置
される。
【００５１】
　フレーム（未表示）は、また三対の支持部を含む。各支持部は、フレームのランプホル
ダーから延伸する。第一実施形態で述べた第一支持部および第二支持部Ｐ１、Ｐ２を除い
て、支持部を含むもう一対、第三支持部Ｐ３（本発明の第三支持部に相当する）および第
四支持部（本発明の第四支持部に相当する）Ｐ４は、それぞれ第三孔Ｈ３（本発明の第三
制限部に相当する）および第四孔Ｈ４（本発明の第四制限部に相当する）に穿通する。支
持部を含むもう一対、第五支持部Ｐ５（本発明の第三支持部に相当する）および第六支持
部（本発明の第四支持部に相当する）Ｐ６は、それぞれ第五孔Ｈ５（本発明の第三制限部
に相当する）および第六孔Ｈ６（本発明の第四支持部に相当する）に穿通する。支持部Ｐ

１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６は、透明プラスチック、金属またはその他の材料を含
む。
【００５２】
　本変形例では、第一孔および第二孔Ｈ１、Ｈ２は、楕円形である。第三、第四、第五お
よび第六孔Ｈ３、Ｈ４、Ｈ５、Ｈ６は、第一孔および第二孔と異なり、角円の長方形であ
る。
【００５３】
　孔の形状は、支持部の可動範囲を決め、よって支持部を制限する。孔Ｈ１、Ｈ２が楕円
形であることから、孔Ｈ１、Ｈ２の短軸は、支持部Ｐ１、Ｐ２の半径よりやや大きく、支
持部Ｐ１、Ｐ２は、それぞれ方向Ｉで不動となり、方向Ｊで可動する。
【００５４】
　また、支持部Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６は、角円の長方形孔Ｈ３、Ｈ４、Ｈ５、Ｈ６を穿
通し、方向ＩまたはＪで可動する。よって、第一位置では、上端に位置された支持部Ｐ３

、Ｐ１、Ｐ５のみが部分的に孔Ｈ３、Ｈ１、Ｈ５の内壁Ｓ３、Ｓ１、Ｓ５に接触し、光学
膜１２を位置決める。
【００５５】
　また、既定の間隙Ｇ１Ｙ、Ｇ２Ｙ、Ｇ３Ｘ、Ｇ３Ｙ、Ｇ４Ｘ、Ｇ４Ｙ、Ｇ５Ｘ、Ｇ５Ｙ

、Ｇ６Ｘ、Ｇ６Ｙは、各孔Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３、Ｈ４、Ｈ５、Ｈ６と、各支持部Ｐ１、Ｐ２

、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６の間に形成される。間隙Ｇ１Ｙ、Ｇ２Ｙ、Ｇ３Ｘ、Ｇ３Ｙ、Ｇ

４Ｘ、Ｇ４Ｙ、Ｇ５Ｘ、Ｇ５Ｙ、Ｇ６Ｘ、Ｇ６Ｙの寸法は、光学膜１２の熱膨張係数、パ
ネル温度、室内温度、製造公差と成型公差によって決められる。図に示すように、支持部
Ｐ１、Ｐ２は、方向Ｊの間隙Ｇ１ＹおよびＧ２Ｙで可動する。第三、第四、第五と第六支
持部Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６は、間隙Ｇ３Ｘ、Ｇ３Ｙ、Ｇ４Ｘ、Ｇ４Ｙ、Ｇ５Ｘ、Ｇ５Ｙ

、Ｇ６Ｘ、Ｇ６Ｙで可動する。
【００５６】
　注意すべきは、第三支持部および第五支持部Ｐ３、Ｐ５の間隙は、上端２１に近い側辺
２３および２４の近くに位置され、異なる機能をする。間隙Ｇ３Ｘは、方向Ｘの光学膜１
２ａの熱膨張のための許容である。間隙Ｇ３Ｙは、方向Ｙの光学膜１２ａの熱膨張のため
の許容である。また、間隙Ｇ５Ｘは、方向Ｘの光学膜１２ａの熱膨張のための許容である
。間隙Ｇ４Ｙは、方向Ｙの光学膜１２ａの熱膨張のための許容であり、逆の場合も同じで
ある。よって、第一支持部Ｐ１は、光学膜１２ａの上端で中心支持点として働く。その結
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果、光学膜１２ａは、点線の矢印に示すように、自由に膨張、または上下、左右の方向と
接触することができる。
【００５７】
　液晶ディスプレイをさまざまな角度（例えば、元の位置から１８０°に回転するなど）
に位置させるために、孔は、中心点Ｃ０に対して対称的に配置され、よって、光学膜の位
置を正確に維持することができる。逆さの位置では、第二端２２は、上端となる。第一端
２１は、下端となる。孔Ｈ４、Ｈ２、Ｈ６は、膜を支えるための制限部である。支持部Ｐ

４、Ｐ２、Ｐ６のみが部分的に孔Ｈ４、Ｈ２、Ｈ６の内壁に接触する。よって、その他の
支持部は、光学膜を支えず、熱膨張と収縮をさせる。
【００５８】
　最後に、一対の孔は、反対の角、隣接の角または隣接の端の光学膜１２に対称的に定義
される。本発明の実施形態の液晶ディスプレイは、ムラ欠陥を生じることなく０°～３６
０℃に自由に回転することができる。
【００５９】
（参考例）
　図９～１２は、本発明の参考例の概略図であり、膜が第一から第二、第三、第四に回転
された時の支持部Ｐ１’、Ｐ２’、Ｐ３’、Ｐ４’、Ｐ５’、Ｐ１”、Ｐ２”、Ｐ３”、
Ｐ４”、Ｐ５”の相対位置を示している。つまり、液晶ディスプレイの０°、９０°、１
８０°および２７０℃の位置角度が例として示されている。
【００６０】
　図９に示すように、三対の対称的に位置された孔、Ｈ１’とＨ１”、Ｈ２’とＨ２”、
Ｈ３’とＨ３”は、光学膜１２ｂの反対端２１と２２にそれぞれ配置される。液晶ディス
プレイが第一位置（角度０°）に配置された時、フレーム（未表示）上の支持部Ｐ１’、
Ｐ２’Ｐ３’のみが、孔Ｈ１’、Ｈ２’Ｈ３’の内壁に部分的に接触し、光学膜１２ｂを
支える。
【００６１】
　図１０に示すように、二対の対称的に位置された孔、Ｈ４’とＨ４”、Ｈ５’とＨ５”
は、光学膜１２ｂの反対端２３と２４にそれぞれ配置される。液晶ディスプレイが第二位
置（０°から９０°に回転された位置）に配置された時、フレーム（未表示）上の支持部
Ｐ４’、Ｐ５’のみが、孔Ｈ４’、Ｈ５’の内壁に部分的に接触し、光学膜１２ｂを支え
る。
【００６２】
　図１１に示すように、液晶ディスプレイが第三位置（０°から１８０°に回転された位
置）に配置された時、フレーム（未表示）上の支持部Ｐ１”、Ｐ２”、Ｐ３”のみが、孔
Ｈ１”、Ｈ２”、Ｈ３”の内壁に部分的に接触し、光学膜１２ｂを支える。
【００６３】
　図１２に示すように、液晶ディスプレイが第四位置（０°から２７０°に回転された位
置）に配置された時、フレーム（未表示）上の支持部Ｐ４”、Ｐ５”のみが、孔Ｈ４”、
Ｈ５”の内壁に部分的に接触し、光学膜１２ｂを支える。
【００６４】
　図を簡略化するために、図９では間隙Ｇ４’、Ｇ５’のみが例として示されている。間
隙は、それぞれ方向ＸとＹの各孔と各支持部の間に形成される。間隙は、光学膜の熱膨張
係数、パネル温度、室内温度、製造公差と成型公差によって決められる。よって、液晶デ
ィスプレイを回転する時、間隙は、支持部の許容移動範囲であり、孔と支持部の間の直接
的な接触を防ぐ。よって、圧力集中が防止され、光学膜は、ムラ欠陥を生じることなく、
自由に膨張または収縮できる。
【００６５】
　以上、本発明の好適な実施形態を例示したが、これは本発明を限定するものではなく、
本発明の精神及び範囲を逸脱しない限りにおいては、当業者であれば行い得る少々の変更
や修飾を付加することは可能である。従って、本発明が保護を請求する範囲は、特許請求
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の範囲を基準とする。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明に係るバックライト装置によれば、光学膜を自由に膨張または収縮させることが
できる許容移動範囲の間隙を有するため、圧力集中が防止される。よって、前記バックラ
イト装置を用いた本発明に係る液晶ディスプレイは、ムラ欠陥を防止することができ、ム
ラ欠陥を生じることなく自由に回転することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１は、従来のバックライト装置の一例を示す分解図である。
【図２】図２は、従来のバックライト装置の他の例を示す分解図である。
【図３】図３は、図２の局部拡大図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態であるバックライト装置を備える液晶ディスプレイの
概略図である。
【図５】図５は、図４のラインｉ－ｉに沿った断面図である。
【図６】図６は、本発明の第一実施形態のフィルムと支持部が第一位置で接続される略平
面図であり、図４のラインｉ－ｉに沿った断面図である。
【図７】図７は、フィルムと支持部が第二位置にある時の図６に関連する構造のもう一つ
の略平面図である。
【図８】図８は、前記第一実施形態の変形例の略平面図である。
【図９】図９は、参考例に基づいたフィルムと支持部の結合の概略図である。
【図１０】図１０は、フィルムと支持部が第二位置にある時の図９に関連する構造のもう
一つの概略図である。
【図１１】図１１は、フィルムと支持部が第三位置にある時の図９に関連する構造のもう
一つの概略図である。
【図１２】図１２は、フィルムと支持部が第四位置にある時の図９に関連する構造のもう
一つの概略図である。
【符号の説明】
【００６８】
１０、１０Ａ、１０Ｂ　バックライト装置
１２、１２ａ、１２ｂ　光学膜
１５、１５ｂ　フレーム
２１　第一端
２２　第二端
２３、２４　端
３０　ハウジング
１２０　光学膜
１２１、１２２、１２３、１２４、１２５　延伸部
１２１ａ、１２２ａ、１２３ａ、１２４ａ、１２５ｂ　孔
１５１、１５２、１５３、１５４　溝
１５１ａ、１５２ａ　凸柱
１５３ａ、１５４ａ　ホック
Ｃ０　中心点
ＣＸ、ＣＹ　軸
Ｈ１　第一孔（制限部）
Ｈ２　第二孔（制限部）
Ｈ３　第三孔（制限部）
Ｈ４　第四孔（制限部）
Ｈ５　第五孔（制限部）
Ｈ６　第六孔（制限部）
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Ｈ１’、Ｈ２’、Ｈ３’Ｈ４’、Ｈ５’、Ｈ１”、Ｈ２”、Ｈ３”、Ｈ４”、Ｈ５”　孔
Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｇ１Ｙ、Ｇ２Ｙ、Ｇ３Ｘ、Ｇ３Ｙ、Ｇ４Ｘ、Ｇ４Ｙ、Ｇ５Ｘ、Ｇ５Ｙ

、Ｇ６Ｘ、Ｇ６Ｙ　間隙
Ｐ１　第一支持部
Ｐ２　第二支持部
Ｐ３　第三支持部
Ｐ４　第四支持部
Ｐ５　第五支持部
Ｐ６　第六支持部
Ｐ１’、Ｐ２’、Ｐ３’、Ｐ４’、Ｐ５’、Ｐ１”、Ｐ２”、Ｐ３”、Ｐ４”、Ｐ５”　
支持部
Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５　内壁
Ｉ‐Ｊ‐Ｋ　固定直交座標
Ｘ‐Ｙ‐Ｚ　フレームの回転方向に基づき変更した座標システム
Ｐ　固定点
２００　液晶ディスプレイ

【図１】 【図２】
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